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２．労働保険料等の算定 

 

 

労働保険料等は委託事業主から提出される「賃金等の報告」「一括有期事業報告書」 

及び「一括有期事業総括表」に基づき確定保険料と一般拠出金及び概算保険料を算定 

します。 

（１）労災保険 

① 労災保険率は事業の種類に応じ「労災保険率表」のとおり定められていま 

す（33 ページ参照。）。 

② 第 1 種特別加入保険料算定基礎額は「特別加入保険料算定基礎額表」のとおり 

年定額となっていますが、保険年度の中途に新たに特別加入が認められた場合 

及び保険年度の中途で特別加入を脱退した場合については、すべて当該保険年度 

における特別加入期間に応じた月数分の保険料算定基礎額となります。 

具体的には次ページの特別加入保険料算定基礎額月割早見表を使用して、下記 

の月割計算例を参考に算定してください。 

なお、労働保険料・一般拠出金申告書及び申告書等内訳の提出（増減訂正 

報告・修正申告を含む。）にあたって、特別加入者の月割対象者がいる場合は、 

18 ページの「特別加入保険料算定基礎額特例計算対象者内訳」を必ず作成し、 

添付してください。 

【月割計算例】 
令和 7 年 9 月 30 日付け委託解除となった事業場で、前年度から特別加入者が 

2 人（給付基礎日額が 5,000 円と 3,500 円）の場合 

イ 5,000 円 × 365 日 ÷ 12 ＝ 152,083.333… → 152,084 
（少数点以下第 1 位切り上げ） 

152,084 × 6（4～9 月）＝ 912,504 

ロ 3,500 円 × 365 日 ÷ 12 ＝ 106,458.333… → 106,459 
（小数点以下第 1 位切り上げ） 

106,459 × 6（4～9 月）＝ 638,754 

ハ 912,504 ＋ 638,754 ＝ 1,551,258          1,551,000円（〇） 
                    （千円未満切り捨て） 

※ 複数人の場合は、合計を出してから千円未満を切り捨ててください。 

 

（誤った計算） 

イ 912,504 円 → 912,000 円 

ロ 638,754 円 → 638,000 円 

ハ 912,000 + 638,000 ＝ 1,550,000 円（×） 

※ イ、ロの個人ごとの計算時に切り捨ててから合計すると誤った額になります 

個人の計算時に千円未満切り捨て（×） 
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（２）雇用保険 

雇用保険率一覧表 
 

○ 令和７年度（令和７年４月１日～令和８年度３月 31 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜令和８年４月１日から、以下の内容に変更の予定があります。＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ロの農林水産の事業のうち、牛馬の育成、養鶏、酪農、養豚、園芸サービス、 
内水面養殖の事業及び雇用保険法第 6 条 6 号に規定する船員が雇用される事業は、 

イの事業区分に該当します。なお、園芸サービスは一元適用事業となります。 

 【高年齢労働者の保険料免除】※ 終了しています。 
   年度当初（４月１日）に満６４歳以上の者については、雇用保険に係る一般保険料

が労使双方とも免除されておりましたが、当該制度は令和 2 年度概算保険料の 
算出より廃止されております。 

 【雇用保険マルチジョブホルダー制度】 
令和 4 年 1 月から、複数の事業所で勤務する 65 歳以上の労働者が、そのうちの 

２つの事業所での勤務を合計して加入要件を満たす場合に、特例的に雇用保険の 
被保険者となるようになりました。 
この場合、雇用保険の資格を取得した日から雇用保険料の納付義務が発生します 

ので、申告漏れにご注意ください。 
 

（３）一般拠出金 

一般拠出金額は、労災保険にかかる賃金総額（特別加入を除く。）に一般拠出金 
率（0.02／1000）を乗じます。 

  

 
 
 
 

事業の種類 ①＋② 
保険率 

負担割合 

①事業主 ②被保険者 

イ．一般の事業 14.5／1000  9／1000 5.5／1000 

特 
掲 
事 
業 

ロ．農林水産・清酒製造の事業 16.5／1000 10／1000 6.5／1000 

ハ．建設の事業 17.5／1000 11／1000 6.5／1000 

 
 
 
 

事業の種類 ①＋② 
保険率 

負担割合 

①事業主 ②被保険者 

イ．一般の事業 13.5／1000  8.5／1000 5／1000 

特 
掲 
事 
業 

ロ．農林水産・清酒製造の事業 15.5／1000  9.5／1000 6／1000 

ハ．建設の事業 16.5／1000 10.5／1000 6／1000 
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（４）建設の事業の労災保険料等の算定 

【確定保険料・一般拠出金】 

◎「一括有期事業報告書」の留意事項 

① 確定精算の対象となる事業は、令和 7 年度中（令和 7 年 4 月 1 日～令和 8 年 

3 月 31 日）に終了した工事請負金額が 1 億 8 千万円未満（消費税を除く）で、 

かつ概算保険料が 160 万円未満のすべての元請負工事です。なお、一括された 

個々の事業について、その後、事業の規模の変更等があった場合で、上記 

金額以上となった場合であっても、そのまま一括有期事業として取扱います。 

② 令和 7 年 3 月 31 日以前に開始し、令和 7 年度中（令和 7 年 4 月 1 日～令和 

8 年 3 月 31 日）に終了した一括有期対象事業（元請工事分）も含め、もれなく 

記入してください。 

③ 工事台帳、工事経歴書、総勘定元帳等関係書類により、請負代金の変更、追加、 

付帯工事、支給材、控除物等の有無を十分確認し、算入もれのないよう注意して 

ください。 

④ 一括有期事業総括表による「事業の種類」かつ「事業開始時期」ごとに取りま 

とめ、別葉に記入報告してください。 

 

◎「一括有期事業総括表」の留意事項 

「一括有期事業報告書」の記入終了後、「一括有期事業総括表」で事業の種類、 

かつ事業開始時期ごとに取りまとめ、確定保険料等を算出します。 

  ※ 一般拠出金を算出する場合は、事業（工事）開始時期が平成 19 年 4 月 1 日 

以降のもののみを対象として記入し、申告してください。 

申告書等内訳の記入については、14～17 ページに準じて作成してください。 

 

◎ 保険料等算定上の注意事項 

① 建設事業における労災保険料の算定方法は、次の 2 つの方法があります。 

ア 工事に従事したすべての労働者（下請負を含む。）に対して支払われた賃金 

が正確に把握されていれば、その支払賃金の総額をもとに算出します。 

イ アの方法が困難な場合には、特例により、その工事の請負金額（消費税を除く） 

に事業の種類ごとに定められた「労務費率」を乗じて得た額を賃金総額とみなし

て算出します。 

なお、消費税率の引き上げ及び労務費率の改定に伴い、工事の開始時期に 

より計算方法が異なりますのでご注意ください。（6 ページ参照） 

② メリット制適用事業については、「一括有期事業総括表」の「メリット料率」欄

に当該率を記入（手書き）し、保険料等を算出してください。 
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【概算保険料】 

令和 8 年度の賃金総額の見込額が、前年度の確定保険料の基礎となった賃金総額の

1／2 以上 2 倍以下となる場合は、その前年度の賃金総額（または当該額の算定に用 

いた請負金額を用いて算定される額）を令和 8 年度の賃金総額の見込額とし、概算保 

険料を算出します。前年度確定額が 0 円であったとしても、概算保険料については 

見込額を算出の上で申告してください（0 円では申告しないでください。）。33～34 

ページの労災保険料率及び労務費率を参考に、概算保険料を計算してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）立木の伐採の事業の労災保険料等の算定 

【確定保険料・一般拠出金】 

◎「一括有期事業報告書」の留意事項 

① 確定精算の対象となる事業は、令和 7 年度中（令和 7 年 4 月 1 日～令和 8 年 

3 月 31 日）に終了した素材の生産量が 1,000 立方メートル未満で、かつ概算 

保険料が 160 万円未満のすべての立木の伐採の事業です。 

  ② 令和 7 年 3 月 31 日以前に開始し、令和 7 年度中（令和 7 年 4 月 1 日～令和 

8 年 3 月 31 日）に終了した事業の報告もれに特に注意してください。 

③ 山林台帳、総勘定元帳等関係帳簿により、最終的な素材の生産数量、支払賃金等

を十分確認し、算入もれのないよう注意してください。 

④ 製薪炭業、下刈り等「その他の林業」に該当する事業は、一括有期事業の適用 

はありません。このような事業を併せて行っている場合は、別に保険関係を成立 

させ申告・納付する必要がありますので、特に注意してください。 

 

ケース

Ａ

Ｂ

Ｃ

A

B

C

 あり
（請負金額に105/108を乗じる）

保険関係成立
消費税に係る

暫定措置の適用
請負金額

平成27年4月1日以降  なし 消費税等相当額を含まない

H24.4.1 H25.10.1 H27.4.1 R7.4.1

消費税等相当額を含む

一括有期事業における消費税に係る暫定措置の適用等について

平成24年4月1日～
　　　　　平成25年9月30日

 なし

平成25年10月1日～
　　　　　平成27年3月31日
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◎「一括有期事業総括表」の留意事項（電算のみ） 

  「一括有期事業報告書」の記入終了後、「一括有期事業総括表」にとりまとめ 

記入します。 

㊟ 保険料等は、実際に労働者に支払った賃金によって計算してください。 

※ 一般拠出金を算定する場合は、事業（工事）開始時期が平成 19 年 4 月 1 日 

以降のもののみを対象として記入し、申告してください。 

申告書等内訳の記入については、14～17 ページに準じて作成してください。 

 

【概算保険料】 

令和 8 年度の賃金総額の見込額が、前年度の確定保険料の基礎となった賃金総額の 

1／2 以上 2 倍以下となる場合は、その前年度の賃金総額を令和 8 年度の賃金総額の 

見込額とし、概算保険料を算定します。前年度確定額が 0 円であったとしても、 

概算保険料については見込額を算出の上で申告してください（0 円では申告しないで 

ください。）。 

33 ページの労災保険料率を参考に概算保険料を計算してください。 

 

   

 


